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南系第二送水管の運用を開始しました

南系第二送水管は、久留米市、大川市、筑後市、柳川市および大木町の送水量増加
に対応するための送水管です。同送水管は、平成26年度から工事に着手し、令和2年
度に全区間の工事が完成しました。この度、同送水管の洗管作業（運用開始前に水道
管内をきれいにする作業）が完了し、令和3年６月１１日より運用を開始しました。

同送水管は、耐震性能を持つ管を採用しており、地震への安全性が向上しました。
また、同送水管と南系第一送水管の一部が二条化されたことにより、危機管理対策の
強化が図られました。

南系第二送水管の概要

整備概要 総延長約17,540ｍ
(口径800mm×1,223ｍ、口径700mm×13,252ｍ、口径500mm×3,065ｍ)

令和3年６月、同送水管の運用
開始に伴い、管路が二条化とな
り、水が流れやすくなったこと
から、南系の構成団体に送水す
るためのポンプ使用電力量が前
年同月と比較して約10%削減し
ました。

電力量削減効果



福岡県南広域水道企業団広報誌 ホームページ https://www.sfwater.or.jp/

＜令和3年第2回運営協議会・議会について＞

＜令和3年10月に企業団は設立50周年を迎えます＞
当企業団は令和3年10月に、設立50周年を迎えます。昭和46年の設立以来、創設事業、第

一期拡張事業を終え、現在は第二期拡張事業を推進しています。この間、順次構成団体を増や
し、給水対象は設立当初の７団体（７市町）から12団体（13市町）に増加しました。

これもひとえに、福岡県南地域住民の皆さまと構成団体のご支援の賜物と心より感謝申し上
げます。

加圧式給水車の操作訓練

現在の荒木浄水場の風景

＜加圧式給水車について＞
令和元年度に加圧式給水車を配備しました。職員は、災害や事故が起きたときは、いつでも

加圧式給水車を使った応急給水活動に従事できるよう、加圧式給水車の操作訓練を行っていま
す。

また、加圧式給水車を有効に活用するため、構成団体への貸し出しを行っています。

創設時の荒木浄水場の風景

【運営協議会】

当企業団の企業長の諮問機関で、構成団体の市町
長等で構成される運営協議会が令和3年7月13日に
開催されました。

運営協議会では、8月6日に開催される議会定例会
に提出予定の議案（令和2年度決算および決算剰余
金の処分等）について審議が行われ、全て原案のと
おり議会に提出することが了承されました。

【議会】

当企業団の令和3年第2回議会定例会が令和3年8
月6日に開催されました。

企業長が提出した議案（令和2年度決算および決
算剰余金の処分等）について審議が行われ、全て原
案のとおり可決、認定されました。

（新型コロナウイルス対策）

議場入口に手指の消毒液を設置し、議
席には飛沫拡散防止用のパーティション
を設置するなど新型コロナウイルスの感
染防止対策を実施したうえで、運営協議
会、議会を開催しました。

議席にパーティションを設置
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＜令和２年度水質検査結果について＞

小石原川ダムでは、令和元年 12 月 14 日から試験湛水を開始し、令和 3 年 5 月 20 日に洪
水時最高水位（標高353.0m)に到達しました。
その後、最高水位を約 24 時間維持し、1 日に約 1ｍの速度で水位を降下させ、8 月５日２０

時１０分に最低水位（標高 279.3m）まで降下しました。
今後、河川管理者によるダム堤体および貯水池周辺地山など安全性の確認のための検査を受け、

ダムの本格運用に移行する予定です。

＜小石原川ダムの試験湛水の状況について＞

R3.5.21 試験湛水の状況
（洪水時最高水位到達時点）

企業団では、すべての構成団体の配水場で毎月水質検査をすることにより、水道水の安全
性を確認しています。ここでは令和２年度の検査結果の一部のみを掲載していますが、すべ
ての項目において水質基準を満たしていました。詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.sfwater.or.jp/jyouhoukoukai/anzen/keikaku-kekka.html

福岡県南 検査結果 検索

R3.8.5 試験湛水の状況
（最低水位降下時点）

※水質基準とは、水道水の安全性を確保するために順守しなければならない要件であり、水道法によって規定されている

基準1 一般細菌 100/ml以下 0/ml

基準2 大腸菌 検出されないこと 不検出

基準6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001mg/L以下

基準7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 0.002mg/L

基準27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 0.029mg/L

基準33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 0.05mg/L

基準34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 0.01mg/L

基準37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 0.001mg/L以下

基準39 カルシウム､マグネシウム等（硬度） 300mg/L以下 50mg/L

基準42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下 0.000002mg/L

基準43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 0.000002mg/L

基準47 pH値 5.8-8.6 7.7

基準48 味 異常でないこと 異常なし

基準49 臭気 異常でないこと 異常なし

基準50 色度 5度以下 0.6度

基準51 濁度 2度以下 0.1度以下

水質基準値に対する

配水場最高値の割合（％）水 質 基 準
配水場
最高値

水 質 基 準 項 目

0 20 40 60 80 100
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●第二期拡張事業～施設の拡張整備～
〇構成団体へ水を送る送水管の布設工事

●改良事業～施設の更新や災害への備え～
〇改良更新事業
・送水施設の電気機械設備の更新

〇水質検査機器等の更新

給水収益
3,678

その他収入
992

施設の維持管理

費用
1,416

人件費
365

支払利息
269

減価償却費
1,855

収益的収支差額
765

（純利益）581

借入金
627

国の補助金
516

構成団体か

らの出資金
514

その他収入
2

収支不足額

△2,703
（減価償却費や利益

などで補てん）
施設整備のため

の費用
1,744

ダム建設に

係る費用
1,082

借入金の返済
1,097

その他支出
439

構成団体への供給水量（8市3町1企業団） 主 な 事 業

収入
4,670

支出
3,905

収入
1,659

支出
4,362

収益的収入および支出
＜水道水の供給に要する収入・支出＞

（消費税込み 単位:百万円）

資本的収入および支出
＜水道施設の整備や借入金の返済などに要する収入・支出＞

（消費税込み 単位:百万円）

令 和 ２ 年 度 決 算 概 要

項 目 令和２年度

年間総供給水量 38,065,195㎥

一日平均供給水量 104,288㎥

一日最大供給水量 121,223㎥

＜浄水ケーキ「すくすく」の配付の休止について＞

浄水ケーキ「すくすく」
（約20L/袋）

浄水ケーキ「すくすく」とは・・・

企業団の荒木浄水場で水道水をつくるときにで
きる土で、野菜や花づくりなどに利用できます。

令和3年9月1日現在、福岡県に対して緊急事態宣言
が発令されていますので、浄水ケーキ「すくすく」の
配付を休止しています。配付再開の時期については、
企業団ホームページおよび現地の掲示等でお知らせい
たします。
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